
火

2026年度版

所在地

所在地
損保ジャパン広島紙屋町ビル

金

服部 濱田

２０２６
２０２６ 13

21



人格権侵害事故の場合・・慰謝料など

1

この保険の被保険者は、医療施設（歯科診療所）の開設者です。
＜医師特約条項＞
医療施設（歯科診療所）の開設者の方のみとなります。開設者以外の歯科医師や歯科助手の方は被保険者となりません。
ただし、開設者の業務の補助者である歯科医師（管理者、勤務医師等）や歯科助手、歯科衛生士その他使用人が起こした
医療事故によって開設者が負担する法律上の賠償責任については補償対象となります。

＜医療施設特約条項＞
記名被保険者（加入者証に被保険者として記載される方）である開設者の方のほか、記名被保険者の使用人その他記
名被保険者の業務の補助者の方も被保険者となります。

の方です。

被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が、日本国内において医療を行うにあたり、職業上また
は職務上の相当な注意を怠ったことにより、患者に身体障害（障害に起因する死亡を含みます。）が発生した場合におい
て、被保険者が負担する法律上の賠償責任を補償します。
保険期間中に医療施設の建物や設備の使用・管理上の不備に起因する事故、給食等の取扱いに起因する事故によ

って、第三者の身体の障害や財物の損壊が発生したこと、または業務遂行中に行われた不当な拘束やプライバシーの
侵害等の不当行為により被保険者が負担する法律上の賠償責任を補償します。 
※賠償責任保険(法律上の損害賠償責任を補償する特約条項・追加条項)では法律上の損害賠償責任が生じないにも
かかわらず、被害者に支払われた見舞金等は保険金のお支払いの対象となりません。
一人医師医療法人の理事長または管理者が行う医療行為に起因する個人の賠償責任については対象外となりますの
で、別途、勤務医師賠償責任保険のご加入をご検討下さい。

この保険にご加入いただく方は・・
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●保険金をお支払いできない主な場合（免責事由）

●保険期間

１．賠償責任保険共通の免責事由
　①被保険者または保険契約者の故意によって生じた賠償責任（※1）
　②戦争、外国の武力行使、武装反乱その他これに類似の事変または暴動によって生じた賠償責任
　③地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象によって生じた賠償責任
　④記名被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体障害によって生じた賠償責任
　⑤被保険者と世帯を同じくする親族（※2）の方に対する賠償責任（※1）
　（※1）損保ジャパンが保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。　　　　　　　　　　　　など
　（※2）親族とは、6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。なお、配偶者には次の者を含みます。
　　　  ・婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
　　　  ・戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者
２．医師特約に関する免責事由
　①医療施設（設備を含みます。）、航空機、車両、自動車（原動機付自転車を含みます。）、船もしくは
　　動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任
　②海外での事故の場合
　③美容を唯一の目的とする医療によって生じた賠償責任
　④医療の結果を保証することによって加重された責任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
３．医療施設特約に関する免責事由
　＜医療施設業務担保条項＞
　①被保険者が行った医療によるその医療の対象者の身体の障害に起因する賠償責任。
　②看護業務などの専門職業業務の遂行による賠償責任。ただし、損保ジャパンが保険金を支払わないの
　　は記名被保険者以外の被保険者が被る損害にかぎります。
　③医療施設の新築、改築、修理、取りこわしその他の工事に起因する賠償責任
　④航空機、自動車（原動機付自転車も含みます。）または医療施設外における船・車両（原動力がもっぱら
　　人力である場合を除きます。）もしくは動物の所有・使用または管理に起因する賠償責任　　
　⑤核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性または
　　これらの特性に起因する賠償責任（放射線照射は、医療放射線を除きます。）
　＜人格権侵害担保条項＞
　①被保険者が行った医療に起因する賠償責任
　②被保険者による採用、雇用または解雇に起因して被保険者または被保険者以外の者によって行われた
　　不当行為に起因する賠償責任
　③被保険者もしくは被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動また
　　は出版活動に起因する賠償責任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

１年間となります。
※医師特約については、医療事故に起因して、この保険期間内に損害賠償請求を提起された場合に補償の対象となります
（損害賠償請求ベース）。一方、医療施設特約については、保険期間内に事故が発生した場合に補償の対象となります
（事故発生ベース）。争訟費用にかぎっては、損害賠償請求の有無にかかわらず、保険期間中に被保険者もしくはその
　代理人が身体障害またはその原因・事由を知った場合において、保険金をお支払いします。
　ただし、初年度契約締結前（その保険契約を最初にご契約になったときより前）に知っていた身体障害により保険期間
　開始後に損害賠償請求の提起を受けた場合は保険金をお支払いすることができません。

●保険適用地域
この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。
医師特約条項および医療施設特約条項については、海外において損害賠償請求を提起された場合も補償対象となりますが、対
象となる業務は日本国内で行う業務にかぎります。
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をお支払いします。
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300

4,613

型
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20,000
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30,000

60,000
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10,000

20,000

10,000

20,000

40,000
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1,000
1,000 10,000

2,000

5,024円
6,256円
8,640円

0

0

0

医師
特約

医療施設
特約

保　険　金　額

医療上の事故 建物設備の使用・管理上の事故
給食等による事故

人格権
侵害事故

保険料
対人

1事故
につき
（万円）

対人

1年間
につき
（万円）

対人

1名
につき
（万円）

対人

1事故
につき
（万円）

対人

1名
につき
（万円）

対人

1年間
につき
（万円）

対物

1事故
につき
（万円）

自己
負担額
1事故
につき
（円）

金1 ３

1 ３

1 ３

金

金

50

100

200

30,000 90,000 30,000 60,000 3,000 11,016円0300

（300型）

（300型）
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医療従事者賠償責任保険

医療従事者（※）の方の下欄記載の法律に規定する業務の遂行に起因して、
患者の身体に障害を発生させたなどの場合に、法律上の賠償責任を負担することによって

被る損害を補償する保険です。

医療従事者賠償責任保険（包括契約）

歯科衛生士の方（以下、医療従事者といいます。）
が勤務する歯科診療所の業務等（※）の遂行に起因
して事故が発生した場合、当該医療従事者の方が法
律上の賠償責任を負担することによって被る損害を
補償します。 

（※）診療放射線技師（診療エックス線技師）・理学療法士・臨床工学技士・衛生検査技師・作業療法士・言語聴覚士・臨床検査技師・
視能訓練士・義肢装具士・管理栄養士・歯科衛生士・歯科技工士・精神保健福祉士・

薬剤師・介護福祉士・社会福祉士・救急救命士をいいます。

１．保険の概要
　＜第１章　医療業務担保条項＞
　医療従事者（診療放射線技師（診療エックス線技師）・理学療法士・臨床工学技士・衛生検査技師・作業療法士・
　言語聴覚士・臨床検査技師・視能訓練士・義肢装具士・管理栄養士・歯科衛生士・歯科技工士・精神保健福祉士・
　薬剤師・介護福祉士・社会福祉士・救急救命士 ）の方の下記法律に規定する業務に起因して、他人の身体に
　障害が発生し、保険期間中に患者またはその遺族より損害賠償請求を提起された場合、被保険者が法律上の
　賠償責任を負担することによって被る損害を保険金額（お支払いする保険金の限度額）の範囲内で補償します。

　　①診療放射線技師法（昭和26年法律第226号）
　　②臨床検査技師等に関する法律（昭和33年法律第76号）
　　③理学療法士及び作業療法士法（昭和40年法律第137号）
　　④視能訓練士法（昭和46年法律第64号）
　　⑤言語聴覚士法（平成9年法律第132号）
　　⑥臨床工学技士法（昭和62年法律第60号）
　　⑦義肢装具士法（昭和62年法律第61号）
　　⑧栄養士法（昭和22年法律第245号）
　　⑨歯科衛生士法（昭和23年法律第204号）
　　⑩歯科技工士法（昭和30年法律第168号）
　　⑪精神保健福祉士法（平成9年法律第131号）
　　⑫薬剤師法（昭和35年法律第146号）
　　⑬社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号）
　　⑭救急救命士法（平成3年法律第36号）

　＜第２章　刑事弁護士費用担保条項＞（2024年２月１日以降保険始期契約より）
　被保険者の医療業務の対象者が死傷した場合において、被保険者が業務上過失致死傷罪の疑いで送検された
　ときにかぎり、被保険者がその刑事事件に係る弁護士費用または訴訟費用を負担することによって被る損害に対
　して、保険金をお支払いします。
　※次の費用はお支払いの対象外になります。
　　①公務執行妨害等の犯罪に該当する弁護活動に係る弁護士費用
　　②弁護士法に基づく弁護活動を逸脱する行為に係る弁護士費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

※１．保険金のお支払い対象となる事故が発生した場合、その医療従事者は法律上の賠償責任において共同不法行為者として損害額の
　一部または全部の責任を負う場合がありますが、本保険ではその医療従事者個人の帰責割合（本来負担すべき責任の割合をいい
　ます。）に応じた金額のみをお支払いすることとなります。
※２．保険期間中に損害賠償請求を提起された場合のみ保険の対象となります。
※３．ご加入された医療施設の業務を遂行することによって起こった事故のみ保険の対象となります。
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２．ご加入いただける方
　医療施設（一般医院・診療所、歯科診療所、病院、介護老人保健施設、介護医療院）の開設者

３．被保険者
　加入者証記載の医療施設に勤務するすべての医療従事者の方（過去に勤務していた方を含みます。）
　※包括契約方式のため上記の方が一括して被保険者となります。
　　この契約方式の場合「医療従事者の方全員」が補償対象者となるため以下のようなメリットがあります。
　　①加入医療従事者の方の署名・捺印等が不要です。
　　②契約もれ・更改もれの心配が不要です。
　　③過去に退職された医療従事者の方も対象となります。

４．お支払いする保険金
　＜第１章　医療業務担保条項＞
　①法律上の損害賠償金（示談・和解による場合でも対象となります。）
　 ・被害者の治療費・入院費・慰謝料・休業補償　など
　②争訟費用等
　 ・弁護士費用・訴訟費用・和解や調停に要する費用など（損保ジャパンの事前の承認が必要です。）

　＜第２章　刑事弁護士費用担保条項＞
　刑事事件に係る弁護士費用または訴訟費用

５．保険金をお支払いできない主な場合
　＜第１章　医療業務担保条項＞
　○次の事由に起因する損害
　①保険契約者・被保険者の故意
　②前記法律に違反して行った業務
　③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
　④地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象
　⑤特別な約定により加重された責任
　⑥海外での医療行為
　⑦初年度契約締結前に知っていた（不注意により知らなかった場合を含みます。）身体障害により保険期間
　　開始後に提起を受けた損害賠償請求　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
　　※初年度契約とは、２００４年４月１日以降最初にご契約される医療従事者賠償責任保険契約をいいます。

　＜第２章　刑事弁護士費用担保条項＞
　○次の事由に起因する損害
　①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
　②地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象
　○次に掲げる刑事事件に起因する損害
　①保険契約者または被保険者の故意によって生じた刑事事件
　②被保険者の有罪の確定がなされた刑事事件
　③被保険者と世帯を同じくする親族の死傷に関する刑事事件
　④被保険者の業務に従事中の被保険者の使用人の死傷に関する刑事事件
　⑤美容を唯一の目的とする医療に起因する刑事事件
　⑥所定の免許を有しない者が行った医療業務に起因する刑事事件　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

６．ご加入にあたってのご注意
　①ご勤務される医療従事者の方を一括して契約するため、一部の医療従事者の方のみを対象とする
　　契約はできません。
　②保険金額等「保険条件」はすべての医療従事者の方とも同一条件となります。
　③事故発生時にはその医療従事者が貴病院（診療所）に勤務していたことを証明できる名簿等が必要
　　となります。

※刑事弁護士費用担保条項の保険金額は、１事故・保険期間中５００万円となります。
　 ただし、被保険者が複数の場合は、被保険者ごとに適用するものとします。

1,680円 1,967円 2,630円

【お引受条件と保険料】

1事故
期間中

年間保険料

保険金額
5,000万円
15,000万円

100型（J7型）
10,000万円
30,000万円

型式 50型（J5型） 200型（J8型）
20,000万円
60,000万円

※保険期間1年、一括払、団体割引20％適用
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・開設者の使用人、その他開設者の業務の補助者で加入者証記載の医療施設の業務に従事する方

・
・
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※保険期間1年、一括払、団体割引20％適用
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感染症（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する一類感染症、
二類感染症または三類感染症）を発病した場合（※）
（※）鳥インフルエンザ （H５N１型およびＨ７Ｎ９型）は含まれますが、鳥インフルエンザ（H５N１型および
　　Ｈ７Ｎ９型以外の型）、新型インフルエンザ、再興型インフルエンザおよび前述以外のインフルエンザは
　　含みません。

傷害担保追加条項（同時セット：特定感染症危険担保追加条項）
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医療施設の開設者等が行った雇用差別、不当解雇、セクシャルハラスメントに起因した損害賠償請求
に対し、開設者等が法律上の賠償責任を負担することによって被った損害を補償する保険です。

契約型コード Ｚ１ 保険料

％

保険金額（１事故・期間中）

【保険金額・保険料】

損害てん補割合
自己負担額

保険の概要
被保険者が行った雇用差別、不当解雇、セクシャルハラスメントに起因した損害賠償請求（※）に対し、被保険者
が法律上の賠償責任を負担することによって被った損害を補償します。
※被保険者の役員、従業員、就労希望者または医療の対象者（患者）よりなされた損害賠償請求にかぎります。
医療の対象者（患者）については、セクシャルハラスメントに起因する損害賠償請求のみ補償します。　
被保険者
①医療施設（歯科診療所）の開設者
②記名被保険者の役員、理事長
③記名被保険者の従業員（パートタイム労働者、アルバイト等を含みます。）

補償地域（保険の対象となる地域）
日本国内のみ
お支払いする保険金
①法律上の損害賠償金
　 慰謝料、休業補償、法律上賠償すべき差額賃金　など
②争訟費用等（損保ジャパンの事前の承認が必要です。）
　 訴訟費用、弁護士報酬　など

保険金をお支払いしない主な場合

用語の解説

①労働争議、労働交渉、社内内紛、事業縮小または倒産等に起因する損害賠償請求
②法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害賠償請求
③被保険者の犯罪行為に起因する損害賠償請求
④セクシャルハラスメントを行った当事者個人に対する損害賠償請求
⑤保険証券記載の遡及日※より前に行われた保険対象事由に起因する損害賠償請求
⑥保険証券記載の遡及日※より前に被保険者に対して提起されていた訴訟に起因する損害賠償請求
⑦保険契約の開始日において、損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合
⑧労働者災害補償保険法等により被保険者が負担する賠償責任
⑨民事または刑事上の罰金、懲罰的賠償金
⑩日本国外でなされた損害賠償請求
⑪契約上加重された賠償責任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
　※「保険証券記載の遡及日」とは、通常初年度契約の契約始期日となります。

①解 雇：解雇が実際に行われていること　※雇用期間満了・退職は対象外
②差 別：以下をみたすものをいいます。
　・差別内容が明確になっていること　※「上司に気に入られていない」といった理由によるものは対象外
　・差別による「雇用行為」が行われていること　※差別による「精神的苦痛」は対象外
　・就労希望者の場合は、使用者（記名被保険者）の採用意思が明らかであること
③セクハラ：以下を満たすものをいいます。
　・役員、従業員、医療の対象者（患者）に対して「セクハラ」行為が行われたこと
※取引先におけるセクハラ行為は対象外
　・直接のセクハラ行為者以外の被保険者に対して賠償請求がなされていること
　・就労希望者の場合は、使用者（記名被保険者）の採用意思が明らかであること

５

※保険期間１年、一括払、団体割引20％適用
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①損害賠償請求期間延長担保追加条項・・・廃業により保険契約を解約する場合など保険期間終了前に行った医療に起因して保険期間終了後5年以
内もしくは10年以内に損害賠償請求を提起された場合に補償する追加条項です。医師賠償責任保険は、保険期間中に医師の責任となる事故により
損害賠償請求の提起を受けた場合に保険金をお支払いしますので、保険を継続しない場合や廃業により保険を解約した場合など廃業前の医療に起
因する事故により損害賠償請求の提起を受けた場合、保険金をお支払いできません。しかし、医療行為を行ってから事故が発見され損害賠償請求を
提起されるまで相当の時間を要する場合が多く、廃業する場合などこの追加条項をセットされることをおすすめします。損害賠償請求期間延長担保
追加条項をセットされる場合、追加保険料が必要となります。取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。被保険者が死亡された場
合、相続人からのご通知により相続人が被保険者とみなされます。ただし、死亡被保険者にかかわる損害賠償請求をうけた場合にかぎります。

金１33
214

損害賠償金の金額が自己負担額を超過する金額とし、保険金額を

①被保険者の故意によって生じた賠償責任。ただし、損保ジャパンが
　保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
②被保険者が行った医療によるその医療の対象者の身体の障害に起因
する賠償責任

③医療施設の新築、改築、修理その他の工事に起因する賠償責任
④戦争、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議によって生じた賠償責任
⑤地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象によって生
じた賠償責任

⑥他人から賃借したり、預かっている財物についての賠償責任
⑦自動車（原動機付自転車を含みます。）の所有・使用・管理に起因し
て生じた賠償責任

⑧看護業務などの専門職業業務の遂行による賠償責任。ただし、損保
ジャパンが保険金を支払わないのは、記名被保険者以外の被保険者
が被る損害にかぎります。　　　　　　　　　　　　　　   　 など

２０２6
２０２6

２０２６ ６

２０２７

被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が日本国
内において行った医療（職業上または職務上の相当な注意を怠ったも
の）によって、医療の対象者の身体に障害（障害に起因する死亡を含み
ます。）が発生した場合において、被保険者に法律上の賠償責任が発生
し、保険期間中に患者またはその遺族より損害賠償請求を提起された
場合（注１）、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被
る損害賠償金（治療費、休業補償、慰謝料等）および費用（訴訟費用や
弁護士報酬など（注２））をお支払いします。ただし、１回の事故について
損害賠償金は保険金額を限度とします。損害賠償金の金額が保険金額
を超える場合の訴訟費用等は保険金額の損害賠償金に対する割合によ
ります。（注１）争訟費用にかぎっては、損害賠償請求の有無にかかわら
ず、保険期間中に被保険者もしくはその代理人が身体障害またはその
原因・事由を知った場合において、保険金をお支払いします。
（注２）損保ジャパンの事前の承認が必要です。
◯ただし、初年度契約締結前に知っていた（不注意により知らなかった
場合を含みます。）身体障害により保険期間開始後に損害賠償請求の提
起を受けた場合は保険金をお支払いできません。
（初年度契約とは２００４年４月１日以降保険期間を開始する医師賠償責
任保険契約で以降の継続契約を除きます。）

＜医師特約条項＞
その医療機関の開設者
＜医療施設特約条項＞
その医療機関の開設者（記名被保険者）
医療機関の開設者の使用人その他記名被保険者の業務の補助者

②医療施設特約条項・・・医療施設の建物や設備の使用・管理上の不備に起因する事故、医療以外の業務遂行に起因する事故、給食等の取扱いに起因
する事故によって、第三者の身体の障害や財物の損壊が発生したこと、または業務遂行中に行われた不当な拘束やプライバシーの侵害等の不当行為
により、被保険者が負担する法律上の賠償責任を補償します。

①医師特約条項・・・日本国内において医療を行うにあたり、職業上または職務上の相当な注意を怠ったことにより、医療の対象者に身体障害 （障害
に起因する死亡を含みます｡）が発生し、保険期間中に損害賠償請求がなされた場合、被保険者（保険の補償を受けられる方）が負担する法律上の
賠償責任を補償します。

（※1）

（※1）損保ジャパンが保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
（※2）親族とは、6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。
　　　なお、配偶者には次の者を含みます。
　　　・婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
　　　・戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態に
　　　 ある者

（※1）（※2）
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（https://www.sompo-japan.co.jp/）

保険契約者または記名被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事
項について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務（告知
義務）があります。

加入依頼書、付属書類等に記載された事実の内容に変更を生じさ
せる事実が発生した場合で、その事実の発生が保険契約者または
記名被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または
損保ジャパンにご通知ください。
その事実の発生が保険契約者または記名被保険者に原因がない
場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジ
ャパンにご通知が必要となります。

●医師特約条項では、被保険者の使用人その他被保険者の業務の補助者
を被保険者とするこの保険契約と同種の保険契約等（この保険契約の全
部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契
約をいいます。）がある場合に、責任割合相当分について、求償権を行使す
る場合があります。

場合には、

電話番号　03ー4332ー5241（全国共通）
おかけ間違いにご注意ください。

12/30～1/4

条項 条項

●保険会社との間で問題を解決できない場合（指定紛争解決機関）



損保ジャパン広島紙屋町ビル

（https://www.sompo-japan.co.jp/）

〈受付時間：24時間365日〉

《事故サポートセンター》

事故が起こった場合は、ただちに
取扱代理店または損保ジャパンの
下記窓口までご連絡ください。

服部・濱田

2026.1.22）（SJ25-13339


